
 

別記第８号様式（第５条関係） 
 

毒物劇物取扱責任者設置届 

 

業 務 の 種 別          毒物劇物 

■一 般 販 売 業          □業 務 上 取 扱 者 

□農業用品目販売業  （令第４１条第  号 

□特定品目販売業           に規定する事業） 

登 録 番 号 及 び  

登 録 年 月 日 ( ※) 

 第 ７０✕✕✕ 号 

令和 ６年 ４月 １日 

店 舗 の 所 在 地          
 北九州市 小倉北区 馬借一丁目７番１号 

店 舗 の 名 称          
 保健所薬局  

毒物劇物取扱責任者の住所 
北九州市小倉北区大手町１- １  

北九マンション Ａ棟１０１号室 

毒物劇物取扱責任者の氏名 北九 花子 

毒物劇物取扱責任者の資格 
    法第８条第１項第 １ 号 

 （ 一般 ・ 農業用品目 ・ 特定品目 ） 

 

備       考 

 

 

※ 業務上取扱者にあっては、登録番号及び登録年月日欄に業務上取扱者の届出をした年月日を記載すること  

 

上記により、毒物劇物取扱責任者の設置の届出をします。 

 

 令和６年 ４月 １５日 

               〒８０３－８５０１ 

   住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）    

北九州市小倉北区城内１番１号 

                                       ＴＥＬ ０９３－✕✕✕－✕✕✕✕ 

   氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）                                           

北九州市保健所株式会社  代表取締役 北九 太郎 

北 九 州 市 長  様 

法人にあっては、本社名義で記入 

※押印不要 支店・営業所名義 

新規登録と同時申請の場合は、

記入不要 

登録年月日 

記入例 







 

  雇 用 契 約 書（毒劇物用） 

  

令和６年 ４月 １日 

    雇用者住 所 北九州市小倉北区大手町１―１北九マンション A 棟 101 号室 

       氏 名 北九 花子  

    被雇用者住所 北九州市小倉北区城内 1 番 1 号 

       氏 名 北九州市保健所株式会社 代表取締役 北九 太郎 

 

 雇用者（以下「甲」という。）と被雇用者（以下「乙」という。）は、次の条件により

雇用契約を締結する。 

１ 甲は乙を甲の店舗の毒物及び劇物取締法に規定する毒物劇物取扱責任者とし、 

毒物及び劇物の取締等に従事させる。 

１ 乙は甲の店舗の毒物劇物取扱責任者として責任を持って甲の店舗を管理する。 

１ 乙は甲の店舗以外の場所において、いかなる業務にも従事しないものとする。 

１ 乙は甲の店舗において、毎日午前９時０分から午後６時０分まで勤務 

する。但し、（ 土・日・祝日           ）は休日とする。 

１ 甲は乙に対し、次の条件により賃金を支払う。 

賃金形態  月給・日給・時間給・その他 賃金支払日 毎月 20 日・その他 

基本給      250,000 円 

手当（定額）                10,000 円 

 計      260,000 円 

その他の手当等付記事項 賃金締切日 毎月 20 日・その他 

 

備   考 

 

通勤手当      5,000 円 

1 甲及び乙は、この契約の成立を証するため、記名捺印の上、各一通を所持する。 

北
九 

記入例 



在 籍 証 明 書 

 

       住 所 北九州市小倉北区大手町１番１号北九マンション A棟 101 号室 

       氏 名 北九 花子  

                   平成元年  ４月  １日 生 

 

 上記の者は、当社の役員であり、 

  勤務地の住所： 北九州市 小倉北区 馬借一丁目７番１号 

  勤務先の名称： 保健所薬局 

に毒物劇物取扱責任者として、 土・日・祝日  を除く毎日午前９時０分から午後６

時０分まで勤務していることを証明します。 

 

令和６年 ５月 ３０日 

 

          住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  

北九州市小倉北区城内 1 番 1 号 

          氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  

北九州市保健所株式会社  代表取締役 北九 太郎 

 

 北 九 州 市 長  様 

 

法人役員の場合は、在籍証明書を提出 記入例 


